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大気関係第３節

大気関係第３節
（１）ばい煙＊発生施設設置状況 （R７．３．３１現在）

大気汚染防止法（ばい煙） 埼玉県生活環境保全条例（指定ばい煙）
項番号 施設の種類 県 市 計 項番号 施設の種類 県 市 計

１ ボイラー（小型ボイラーを除く） ６６２ ４７７ １,１３９
１ 焙焼炉及び焼結炉 ２９ ２ ３１小型ボイラー １,６２３ ５１５ ２,１３８

２ ガス発生炉及び加熱炉 ０ ２ ２
３ 焙焼炉及び焼結炉等 ０ ０ ０

２ 金属溶解炉（精錬又は鋳造用） １５ ４ １９５ 金属溶解炉 １０６ ５０ １５６
６ 金属加熱炉 １３５ １７ １５２
７ 石油加熱炉 ４ ０ ４

３ 焼成炉（釉薬瓦製造用） ０ ０ ０
９

セメント焼成炉 ７ ０ ７
窯業用溶融炉 ７ ０ ７
その他の焼成炉 １３ １ １４

４ 溶解炉（銅、鉛、亜鉛の精錬用） ０ ０ ０１０ 反応炉及び直火炉 ３５ １ ３６

１１ 骨材乾燥炉 ４４ １９ ６３
その他の乾燥炉 ７０ ７ ７７

５ 溶解炉（鉛の第二次精錬用等） ２ ２ ４１２ 製鋼用等の電気炉 ３ １ ４
１３ 廃棄物焼却炉 １３２ ７２ ２０４
１４ 銅・亜鉛等精錬用溶解炉 ０ ３ ３ ６ 溶解炉（アルミニウムの二次精錬用） １５ ９ ２４１９ 塩化水素反応施設 ６ ０ ６

２１ 複合肥料反応施設 ０ ０ ０

７

廃
棄
物
＊

焼
却
炉

焼却能力
１００kg/時以上 ３１ ９ ４０複合肥料等溶解炉 ０ ０ ０

２４ 鉛精錬用溶解炉 ４ ０ ４ 焼却能力
１００kg/時未満３０kg/時以上 １２９ ５８ １８７２５ 鉛蓄電池製造用溶解炉 １２ ０ １２

２９ ガスタービン（常用） ７ ５ １２ 焼却能力
３０kg/時未満 ６５７ ２９６ ９５３　　〃　　　　（非常用） １６１ ２５４ ４１５

３０ ディーゼル機関（常用） ６８ ２４ ９２ 小計 ８１７ ３６３ １,１８０
　　〃　　　　　（非常用） ７７５ ６６６ １,４４１

３１ ガス機関（常用） ８１ ４８ １２９
　　〃　　（非常用） ５ １ ６

施設数計 ３,９６０ ２,１６３ ６,１２３ 施設数計 ８７８ ３８０ １,２５８
（届出事業所数） １,５２６ １,０９７ ２,６２３ （届出事業所数） ８１５ ３６４ １,１７９

規制対象施設数合計 ７,３８１
（規制対象事業所数＊２３）　　 ３,６４２
　＊２３　法及び条例の施設を有する事業所があるため、規制対象事業所数と届出事業所数は異なります。

ばい煙
ハイライト表示
大気汚染防止法では、次の物質をばい煙と定義している。
①燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物、②燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん、③物の燃焼、合成、分解その他の処理（機械的処理を除く）に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるもの（有害物質という）。

廃棄物
ハイライト表示
その物を占有している者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要となった物をいい、ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油などの固形状又は液状のものをいう。廃棄物は、主として家庭から発生する生ごみなどの一般廃棄物と、主として工場から発生する汚泥や、建物解体現場から発生する木くず、がれき類などの産業廃棄物の二つに大別される。
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埼玉県生活環境保全条例（指定粉じん）
項番号 施設の種類 県 市 計
１ 堆積場 １１４ ５７ １７１
２ ベルトコンベア、バケットコンベア １,２８９ ４４４ １,７３３
３ 破砕機、摩砕機（鉱物、岩石、セメント） ９６ ２４ １２０
４ 破砕機（コンクリート） ４３ ２６ ６９
５ 分級機 ２８ ０ ２８
６ ふるい ７９ ４０ １１９
７ クリンカクーラー ４ １ ５
８ ホッパー、バッチャープラント ２４７ １５６ ４０３

施設数計 １,９００ ７４８ ２,６４８
（届出事業所数） ２７３ １６０ ４３３

（２）粉じん＊発生施設設置状況＊２４ （Ｒ７．３．３１現在）
大気汚染防止法（一般粉じん）

項番号 施設の種類 県 市 計

１ コークス炉 ０ ０ ０

２ 堆積場 ２５３ １２９ ３８２

３ ベルトコンベア、バケットコンベア ７１２ ２３３ ９４５

４ 破砕機、摩砕機 １５０ ２５ １７５

５ ふるい １１３ ８ １２１

施設数計 １,２２８ ３９５ １,６２３
（届出事業所数） ２３１ １２３ ３５４

規制対象施設数合計� ４,２７１
（規制対象事業所数＊２５）� ７１２
　＊２４　特定粉じん発生施設はありません。
　＊２５　法及び条例の施設を有する事業所があるため、規制対象事業所数と届出事業所数は異なります。

（３）指定炭化水素類発生施設設置状況 （４）揮発性有機化合物＊排出施設設置状況（Ｒ７．３．３１現在） （Ｒ７．３．３１現在）

　＊２６　使用施設は事業所数を記載しています。

埼玉県生活環境保全条例
項番号 施設の種類 県 市 計

１ 貯蔵用屋外タンク ３ ０ ３

２ 給油用地下タンク １,３６５ ５６８ １,９３３

３ 出荷用ローディングアーム ２ ０ ２

４ ドライクリーニング用乾燥機 １６４ ６４ ２２８

５ 製造設備 １,５１３ ５４２ ２,０５５

６ 使用施設＊２６ １０１ ３５ １３６

施設合計 ３,１４８ １,２０９ ４,３５７

（届出事業所数） ７２０ ２７１ ９９１

大気汚染防止法
項番号 施設の種類 県 市 計

１ 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供す
る乾燥施設 ２ １ ３

２ 吹付塗装施設 １４ １ １５
３ 塗装の用に供する乾燥施設 ３４ ０ ３４

４ 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙
又は包装材料の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 ８９ ９ ９８

５ 接着の用に供する乾燥施設 ３２ ０ ３２
６ オフセット輪転印刷の用に供する乾燥施設 １５ ４ １９
７ グラビア印刷の用に供する乾燥施設 ６０ ４ ６４
８ 工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設 ３ ０ ３
９ ガソリン、原油、ナフサその他の揮発性有機化合物の貯蔵タンク ０ ０ ０

施設合計 ２４９ １９ ２６８
（届出事業所数） ７８ １０ ８８

粉じん
ハイライト表示
物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は、飛散する物質をいう。

揮発性有機化合物（VOC）
ハイライト表示
VOCはVolatile Organic Compoundsの略。炭素を含む化合物のうち、揮発しやすく大気中で気体となる性質を持つ化合物の総称。塗料、インクなどに含まれ、微小粒子状物質や光化学オキシダント等の原因物質である。
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（５）有害大気汚染物質＊規制対象事業所数 （Ｒ７．３．３１現在）

埼玉県生活環境保全条例
項番号 規制対象物質 県 市 計 項番号 規制対象物質 県 市 計
１ アクリロニトリル １ ３ ４ １０ トリクロロエチレン＊ ２３ １２ ３５

２ エチレンオキシド ６ ０ ６ １１ ニッケル化合物 ３７ １１ ４８

３ 六価クロム化合物 １６ ９ ２５ １２ 砒素及びその無機化合物 ２ ０ ２

４ クロロエチレン ０ ０ ０ １３ １・３－ブタジエン ０ ０ ０

５ クロロホルム ８ ３ １１ １４ ベリリウム及びその化合物 １ ０ １

６ １・２－ジクロロエタン ３ １ ４ １５ ベンゼン １３ ２ １５

７ ジクロロメタン ３２ １４ ４６ １６ ホルムアルデヒド ２９ ９ ３８

８ 水銀及びその化合物 ０ ０ ０ １７ マンガン及びその化合物 ３７ １２ ４９

９ テトラクロロエチレン ９ ４ １３ 合計（延べ事業所数） ２１７ ８０ ２９７

（６）水銀排出施設設置状況

大気汚染防止法

項番号 施設の種類 県 市 計

１ 小型石炭混焼ボイラー ０ ０ ０

５ 非鉄金属製造用の精錬・焙焼工程（二次施設（鉛）） ５ ０ ５

７ セメントの製造の用に供する焼成炉 ７ ０ ７

８

廃
棄
物
焼
却
炉

一般廃棄物＊ １０１ ３１ １３２

産業廃棄物＊ ４０ ６ ４６

下水汚泥＊ １９ ０ １９

施設合計 １７２ ３７ ２０９

（届出事業所数） ８８ １８ １０６

（Ｒ７．３．３１現在）

有害大気汚染物質
ハイライト表示
継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気汚染の原因となるもののこと。大気汚染防止法及び埼玉県生活環境保全条例では、ベンゼン、トリクロロエチレンなどが指定されている。

トリクロロエチレン
ハイライト表示
水より重い無色透明の液体で、水に溶けにくく、揮発性があり、金属機械部品などの脱油脂洗浄、油脂・樹脂などの溶剤などに用いられる。
蒸気を多量に吸入すると、軽症ではめまい、頭痛が起こり、多量に吸入すると意識を失う。場合によっては、肝臓や腎臓に障害を起こすこともある。また、人に対する発がん性があるとされている。

一般廃棄物
ハイライト表示
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象となる廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの。一般家庭から排出される生活系ごみ（いわゆる家庭ごみ）のほか、事業所などから排出される産業廃棄物以外の廃棄物も事業系ごみ（いわゆるオフィスごみなど）として含まれる。

産業廃棄物
ハイライト表示
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令により定められた20種類（汚泥、廃油、廃プラスチック等）の廃棄物。このうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る危険性の高い産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に分類される。

下水汚泥
ハイライト表示
下水道終末処理場内の水処理施設で、汚水から汚れを沈殿させたもの。下水汚泥は処理場内の汚泥処理施設で濃縮・脱水された後、焼却され灰はセメント原料としてリサイクルされるほか、一部は固形燃料に加工されるなど有効利用されている。
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（８）新車（乗用車）販売台数における電動車の台数

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

新 車 販 売 台 数 １３６,３６３ １３０,３０３ １２０,０８６ １４０,８３０ １３７,４９６

H V ５０,４７９ ５６,１９７ ５８,９８４ ７６,８３３ ８３,２０５

E V ７１０ ８６５ １,４３４ ２,２４７ １,９９３

P H V ６４７ ９５９ １,８０５ ２,７１７ ２,０８４

F C V １９ １３４ ３５ １７ ２６

電 動 車 合 計 台 数 ５１,８５５ ５８,１５５ ６２,２５８ ８１,８１４ ８７,３０８

（ 電 動 車 割 合 ） （３８.０％） （４４.６％） （５１.８％） （５８.１％） （６３.５％）

（軽自動車を除く／（一社）日本自動車販売協会連合会「新車登録台数年報」）

（７）埼玉県生活環境保全条例により県が定める粒子状物質＊排出基準

粒子状物質対策自動車の種別
（ 車 両 総 重 量 ）

粒子状物質の量の許容限度
測　定　方　法

平成１５年１０月１日から 平成１８年４月１日から

１,７００キログラム以下 ０.０８g/km ０.０５２g/km １０・１５モード

１,７００キログラム超
２,５００キログラム以下

０.０９g/km ０.０６g/km １０・１５モード

２,５００キログラム超 ０.２５g/kWh ０.１８g/kWh
ディーゼル自動車用

１３モード

粒子状物質（PM）
ハイライト表示
ガス状汚染物質とともに大気汚染の原因となる物質で、固体及び液体の粒子として存在する物質の総称。
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（９）大気の汚染に係る環境基準及びその評価方法
　ア　環境基準＊

物　質 環境上の条件 告示年月日

二 酸 化 硫 黄＊

（SO２） １時間値の１日平均値が０.０４ppm＊以下であり、かつ、１時間値が０.１ppm以下であること。 昭和４８年５月１６日

二 酸 化 窒 素＊

（NO２） １時間値の１日平均値が０.０４ppmから０.０６ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 昭和５３年７月１１日

一 酸 化 炭 素＊

（CO）
１時間値の１日平均値が１０ppm以下であり、かつ、１時間値の８時間平均値が２０ppm以下であ
ること。 昭和４８年５月８日

光化学オキシダント＊

（Ox） １時間値が０.０６ppm以下であること。 昭和４８年５月８日

浮 遊 粒 子 状 物 質＊

（SPM） １時間値の１日平均値が０.１０mg/㎥以下であり、かつ、１時間値が０.２０mg/㎥以下であること。 昭和４８年５月８日

微 小 粒 子 状 物 質＊

（PM２.５） １年平均値が１５μg/㎥以下であり、かつ、１日平均値が３５μg/㎥以下であること。 平成２１年９月９日

環境基準
ハイライト表示
環境基本法に基づき「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」と定めている。ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法で定めている。これは、行政上の政策目標として定められているもので、公害発生源を直接規制するための基準（いわゆる規制基準）とは異なる。

二酸化硫黄（SO2）
ハイライト表示
硫黄酸化物の項参照。

二酸化窒素（NO2）
ハイライト表示
窒素酸化物の項参照。

一酸化炭素（CO）
ハイライト表示
燃料等の不完全燃焼により発生する無色、無臭の気体である。生体に有害で、血液中のヘモグロビンとの結合力が酸素の約210倍であるため、酸素とヘモグロビンの結合が阻害され、酸素欠乏状態となる。主要な排出源は自動車である。

ppm（Parts Per Million）
ハイライト表示
濃度や含有率を表す単位。100万分の1をppmと表示する。例えば1㎥（100万㎤）の空気中に1㎤硫黄酸化物が混じっている場合の硫黄酸化物濃度を1ppmと表示する。

光化学スモッグ／光化学オキシダント
ハイライト表示
光化学オキシダントは、工場や自動車の排出ガス等に含まれる窒素酸化物や揮発性有機化合物が太陽の紫外線で光化学反応を起こすことにより発生する有害な酸化性物質。この濃度が高くなり、白くもやがかかったようになった状態が光化学スモッグと呼ばれる。光化学スモッグが発生すると、眼や喉などの粘膜に対する健康被害を及ぼすほか、植物への悪影響をもたらす。

浮遊粒子状物質（SPM）
ハイライト表示
大気中に浮遊している粒子状の物質（粉じん、ばいじん等）であって、その粒径が10μm以下の物質をいう。発生源としては、土壌・海塩粒子など自然起源のもの、工場、自動車、家庭などから発生する人為起源によるものや大気中でガス状物質が反応して二次的に生成されるものなどがある。呼吸により体内に入り、肺や気管に沈着して呼吸器に影響を及ぼすといわれている。

微小粒子状物質（PM2.5）
ハイライト表示
大気中に浮遊する物質のうち、粒径2.5μm（マイクロメートル：μm＝100万分の1m）以下の小さな物質。肺の奥深くまで入りやすく健康への影響も大きいと考えられている。
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　イ　環境基準の評価方法（要約）

物　　　質 評　　　価　　　方　　　法

二 酸 化 硫 黄
一 酸 化 炭 素
浮 遊 粒 子 状 物 質

長 期 的 評 価
（１日平均値の２％除外値）

１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち高い方から数えて２％の範囲にある測定値を除外した後の
最高値を環境基準と比較して評価を行う。ただし、環境基準を超える日が２日以上連続した場合には、非達
成と評価する。
なお、１日平均値の評価に当たっては、１時間値の欠測（異常値を含む）が１日（２４時間）のうち４時間を
超える場合には評価の対象としない。（以下同じ）

二 酸 化 窒 素 長 期 的 評 価
（９８ ％ 値 評 価）

１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち、低い方から数えて９８％目（１未満の端数は切り上げ。以
下同じ）に当たる値を環境基準と比較して評価を行う。

微 小 粒 子 状 物 質 長 期 的 評 価

長期基準（１年平均値）に関する評価は、測定結果の１年平均値を長期基準と比較する。短期基準（１日平
均値）に関する評価は、１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち、低い方から数えて９８％目に当た
る値を短期基準と比較する。長期基準と短期基準の両方を満足した局について、環境基準が達成されたと評
価する。

二 酸 化 硫 黄
一 酸 化 炭 素
光化学オキシダント
浮 遊 粒 子 状 物 質

短 期 的 評 価 連続して又は随時に行った測定結果により、測定を行った日又は時間について環境基準と比較して評価を行
う。

　※　この環境白書では、二酸化硫黄、一酸化炭素及び浮遊粒子状物質については長期的評価で記述している。

（１０）環境基準達成状況（令和６年度）

物　　　　　質 測定局区分 有効局数 達成局数 非達成局数 達成率（％）

二 酸 化 硫 黄
一 般 環 境 大 気 測 定 局 ２３ ２３ ０ １００
自 動 車 排 出 ガ ス 測 定 局 ２ ２ ０ １００

二 酸 化 窒 素
一 般 環 境 大 気 測 定 局 ５３ ５３ ０ １００
自 動 車 排 出 ガ ス 測 定 局 ２４ ２４ ０ １００

一 酸 化 炭 素
一 般 環 境 大 気 測 定 局 ５ ５ ０ １００
自 動 車 排 出 ガ ス 測 定 局 ５ ５ ０ １００

光 化 学 オ キ シ ダ ン ト 一 般 環 境 大 気 測 定 局 ５５ ０ ５５ ０

浮 遊 粒 子 状 物 質
一 般 環 境 大 気 測 定 局 ５５ ５５ ０ １００
自 動 車 排 出 ガ ス 測 定 局 ２２ ２２ ０ １００

微 小 粒 子 状 物 質
一 般 環 境 大 気 測 定 局 ４９ ４９ ０ １００
自 動 車 排 出 ガ ス 測 定 局 １７ １７ ０ １００
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（１１）大気汚染常時監視局・測定結果一覧（令和６年度）
　ア　一般環境大気測定局

測定局 測定場所

二酸化硫黄 二酸化窒素 一酸化炭素 光化学
オキシダント 浮遊粒子状物質 微小粒子状物質

設
置
主
体

日
平
均
値
の

２
％
除
外
値

環
境
基
準
の

達
成
状
況

日
平
均
値
の

年
間
９８
％
値

環
境
基
準
の

達
成
状
況

日
平
均
値
の

２
％
除
外
値

環
境
基
準
の

達
成
状
況

昼
間
の
１
時
間

値
の
最
高
値

環
境
基
準
の

達
成
状
況

日
平
均
値
の

２
％
除
外
値

環
境
基
準
の

達
成
状
況

年
平
均
値

日
平
均
値
の

年
間
９８
％
値

環
境
基
準
の

達
成
状
況

（ppm） ＊２７ （ppm） ＊２７ （ppm） ＊２７ （ppm） ＊２７ （mg/㎥） ＊２７ （μg/㎥）（μg/㎥） ＊２７

さいたま市役所 市 役 所 ０.００２ ○ ０.０２４ ○ ０.４ ○ ０.１４２ × ０.０３２ ○ １０.０ ２１.０ ○ 政

さいたま市根岸 根岸東児童公園 ０.１４８ × ０.０３７ ○ 政

さいたま市大宮 大 宮 小 学 校 ０.００２ ○ ０.０２３ ○ ０.１３６ × ０.０３２ ○ ８.４ １８.３ ○ 政

さいたま市宮原 宮 原 中 学 校 ０.０２３ ○ ０.１４５ × ０.０３８ ○ ８.３ １９.３ ○ 政

さいたま市春里 春 里 中 学 校 ０.１３０ × ０.０３３ ○ 政

さいたま市指扇 指 扇 小 学 校 ０.０１９ ○ ０.１３７ × ０.０３２ ○ 政

さいたま市片柳 片 柳 中 学 校 ０.０２２ ○ ０.１３１ × ０.０３８ ○ ８.５ １８.８ ○ 政

さいたま市岩槻 本 町 内 市 有 地 ０.０１２ ○ ０.１３５ × ０.０４２ ○ ９.２ ２０.３ ○ 政

さいたま市城南 城 南 中 学 校 ０.００１ ○ ０.０２５ ○ ０.１２７ × ０.０４０ ○ ９.７ ２１.１ ○ 政

川 越 市 川 越 宮下町内市有地 ０.００２ ○ ０.０２２ ○ ０.１２８ × ０.０２８ ○ ８.４ １９.８ ○ 政

川 越 市 高 階 歌 声 の 杜 公 園 ０.０２３ ○ ０.１３５ × ０.０２７ ○ ８.１ １８.８ ○ 政

川 越 市 霞 ケ 関 伊勢原第５緑地 ０.０２０ ○ ０.１２９ × ０.０３２ ○ ８.７ ２０.５ ○ 政

熊 谷 市 役 所 ０.００１ ○ ０.０１５ ○ ０.３ ○ ０.１４６ × ０.０３５ ○ ８.７ ２０.５ ○ 県

熊 谷 妻 沼 東 妻沼中央公民館 ０.０１５ ○ ０.１３３ × ０.０３９ ○ １０.３ ２３.１ ○ 県

川 口 市 横 曽 根 西 中 学 校 ０.０２８ ○ ０.０３６ ○ 政

川 口 市 南 平 領 家 第 一 公 園 ０.００２ ○ ０.０３２ ○ ０.１４６ × ０.０３７ ○ １０.０ ２１.３ ○ 政

川 口 市 新 郷 新 郷 浄 水 場 ０.０３０ ○ ０.１３９ × ０.０３７ ○ 政

川 口 市 芝 樋ノ爪児童公園 ０.０２７ ○ ０.１４６ × ０.０４２ ○ ９.１ ２０.５ ○ 政

行 田 保 健 セ ン タ ー ０.０１５ ○ ０.１２９ × ０.０３８ ○ １１.１ ２２.７ ○ 県

秩 父 農林振興センター ０.００１ ○ ０.０１３ ○ ０.１２８ × ０.０３６ ○ ８.８ １９.５ ○ 県



122

大気関係第３節

測定局 測定場所

二酸化硫黄 二酸化窒素 一酸化炭素 光化学
オキシダント 浮遊粒子状物質 微小粒子状物質
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所 沢 市 東 所 沢 東所沢内市有地 ０.００１ ○ ０.０２４ ○ ０.１４３ × ０.０２９ ○ ８.８ ２１.３ ○ 政

所 沢 市 北 野 小手指南内市有地 ０.００１ ○ ０.０２０ ○ ０.１４７ × ０.０３１ ○ ８.０ １９.９ ○ 政

所 沢 市 中 富 市 民 武 道 館 ０.１４２ × 政

飯 能 県土整備事務所 ０.０１０ ○ ０.１４７ × ０.０４０ ○ １０.２ ２３.８ ○ 県

加 須 水 産 研 究 所 ０.０１８ ○ ０.１３４ × ０.０３７ ○ １０.７ ２２.９ ○ 県

環境科学国際C 環境科学国際センター ０.０１６ ○ ０.１２４ × ０.０４０ ○ ９.２ ２１.５ ○ 県

本 庄 本 庄 東 中 学 校 ０.００１ ○ ０.０１２ ○ ０.１４４ × ０.０３２ ○ ８.２ ２０.５ ○ 県

本 庄 児 玉 児 玉 小 学 校 ０.００９ ○ ０.１３１ × ０.０３６ ○ ９.３ ２２.８ ○ 県

東 松 山 五領町近隣公園 ０.０１８ ○ ０.１５１ × ０.０３８ ○ ８.８ ２０.５ ○ 県

春 日 部 谷 原 第 １ 公 園 ０.００１ ○ ０.０２２ ○ ０.１２９ × ０.０３６ ○ ９.１ ２０.６ ○ 県

狭 山 堀 兼 公 民 館 ０.０１９ ○ ０.１３９ × ０.０３７ ○ １０.２ ２３.８ ○ 県

羽 生 中 央 公 園 ０.００１ ○ ０.０１４ ○ ０.１２４ × ０.０３８ ○ ８.９ ２０.１ ○ 県

鴻 巣 市 役 所 ０.００１ ○ ０.０１７ ○ ０.１３６ × ０.０３３ ○ ９.７ ２２.６ ○ 県

深 谷 桜 ヶ 丘 小 学 校 ０.０１２ ○ ０.１４８ × ０.０４１ ○ ８.９ ２１.９ ○ 県

上 尾 浅 間 台 大 公 園 ０.０１９ ○ ０.１４１ × ０.０３３ ○ ９.９ ２２.６ ○ 県

草 加 市 西 町 草 加 保 健 所 ０.００２ ○ ０.０３１ ○ ０.５ ○ ０.１１４ × ０.０３２ ○ 市

越 谷 市 東 越 谷 東越谷第二公園 ０.００２ ○ ０.０２７ ○ ０.１３１ × ０.０４０ ○ ９.１ ２１.６ ○ 政

越谷市千間台西 千間台第四公園 ０.０２４ ○ ０.４ ○ ０.１２５ × ０.０３８ ○ ８.６ １９.３ ○ 政

戸 田 戸田翔陽高等学校 ０.０２８ ○ ０.１５２ × ０.０３２ ○ ８.９ ２１.４ ○ 県

入 間 富士見公園、入間市運動公園 ０.００１ ○ ０.０１８ ○ ０.１４８ × ０.０３５ ○ ９.２ ２２.２ ○ 県

和 光 第 四 小 学 校 ０.０２８ ○ ０.１５７ × ０.０３４ ○ １０.１ ２３.３ ○ 県
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測定局 測定場所
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新 座 水道管理センター ０.００２ ○ ０.０２６ ○ ０.１３３ × ０.０３９ ○ １０.３ ２３.２ ○ 県

久 喜 久 喜 南 中 学 校 ０.０２２ ○ ０.１３０ × ０.０３３ ○ ８.５ ２０.１ ○ 県

八 潮 市 水 道 部 ０.０３４ ○ ０.１２４ × ０.０３７ ○ ９.５ ２１.７ ○ 県

富 士 見 市 役 所 ０.０２４ ○ ０.１３４ × ０.０３５ ○ ９.７ ２２.７ ○ 県

三 郷 早 稲 田 小 学 校 ０.００１ ○ ０.０２８ ○ ０.１３３ × ０.０３８ ○ １１.０ ２４.０ ○ 県

蓮 田 蓮 田 内 市 有 地 ０.０２２ ○ ０.１３８ × ０.０３８ ○ １０.７ ２１.８ ○ 県

坂 戸 芦 山 公 園 ０.００１ ○ ０.０１７ ○ ０.１３６ × ０.０３２ ○ ８.６ ２０.１ ○ 県

幸 手 市 所 有 地 ０.００１ ○ ０.０１９ ○ ０.１１８ × ０.０３３ ○ １０.１ ２１.１ ○ 県

日 高 高麗川南公民館 ０.００２ ○ ０.０１３ ○ ０.１５２ × ０.０３６ ○ ８.８ １９.３ ○ 県

毛 呂 山 き つ つ き 公 園 ０.０１１ ○ ０.１４６ × ０.０３７ ○ ９.４ ２２.０ ○ 県

小 川 小 川 高 等 学 校 ０.０１１ ○ ０.１３３ × ０.０３３ ○ ８.１ １７.６ ○ 県

皆 野 町 役 場 ０.０１０ ○ ０.１０６ × ０.０３２ ○ ８.６ ２０.８ ○ 県

東 秩 父 堂 平 山 県 有 地 ０.００１ ○ ０.００６ ○ ０.３ ○ ０.１３１ × ０.０３８ ○ ６.１ １７.６ ○ 県

寄 居 寄 居 小 学 校 ０.００１ ○ ０.００７ ○ ０.１２５ × ０.０３４ ○ ８.２ １９.４ ○ 県

宮 代 日 本 工 業 大 学 ０.０１９ ○ ０.１２８ × ０.０３７ ○ ９.１ ２０.０ ○ 県

　 ※ 　（　）内は有効局ではないため、参考扱い
　 ※ 　入間局の設置場所は令和６年９月までは富士見公園、１２月からは入間市運動公園となっている。
　＊２７　○は環境基準達成、×は環境基準非達成
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測定局 近接道路

二酸化硫黄 二酸化窒素 一酸化炭素 光化学
オキシダント 浮遊粒子状物質 微小粒子状物質

設
置
主
体

日
平
均
値
の

２
％
除
外
値

環
境
基
準
の

達
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状
況

日
平
均
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％
値

環
境
基
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の
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況

日
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均
値
の

２
％
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外
値

環
境
基
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の

達
成
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況

昼
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の
１
時
間

値
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値

環
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の

達
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況

日
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値
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２
％
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値

環
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基
準
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達
成
状
況

年
平
均
値

日
平
均
値
の

年
間
９８
％
値

環
境
基
準
の

達
成
状
況

（ppm） ＊２７ （ppm） ＊２７ （ppm） ＊２７ （ppm） ＊２７ （mg/㎥） ＊２７ （μg/㎥）（μg/㎥） ＊２７

さいたま市曲本自排 国道１７号新大宮バイパス ０.０３３ ○ 政

さいたま市辻自排 東京外環自動車道 ０.０３２ ○ ０.０３３ ○ 政

さいたま市三橋自排 国道１７号新大宮バイパス ０.０３１ ○ ０.０３０ ○ ８.７ １９.３ ○ 政

さいたま市大和田自排 さいたま・川口線（第２産業道路） ０.０２４ ○ ０.０３１ ○ 政

さいたま市西原自排 東北縦貫自動車道 ０.０３０ ○ 政

川 越 市 仙 波 国 道 １ ６ 号 ０.０２６ ○ ０.４ ○ ０.０２８ ○ ８.０ １８.９ ○ 政

熊 谷 肥 塚 自 排 国道１７号熊谷バイパス ０.０２１ ○ ０.３ ○ ０.０３１ ○ ９.２ ２１.３ ○ 県

川 口 市 安 行 県道足立川口線 ０.０３３ ○ ０.０４１ ○ 政

川 口 市 神 根 東京外環自動車道 ０.０３４ ○ ０.５ ○ ０.０４２ ○ ９.９ ２１.４ ○ 政

所沢市航空公園 国 道 ４ ６ ３ 号 ０.０２１ ○ ０.０３４ ○ 政

所 沢 市 和 ヶ 原 国道４６３号所沢入間バイパス ０.０２５ ○ ０.４ ○ ０.０３０ ○ ８.５ ２０.８ ○ 政

東松山岩鼻自排 国 道 ４ ０ ７ 号 ０.０１９ ○ ０.０３３ ○ １０.３ ２３.６ ○ 県

春日部増戸自排 国 道 １ ６ 号 ０.０３０ ○ ０.０３７ ○ ９.５ ２０.８ ○ 県

鴻 巣 天 神 自 排 国 道 １ ７ 号 ０.００１ ○ ０.０２０ ○ ０.０３８ ○ ９.２ ２１.９ ○ 県

深 谷 原 郷 自 排 国道１７号中山道 ０.０１４ ○ ０.０３５ ○ ９.１ ２１.５ ○ 県

草加市花栗自排 国道４号草加バイパス ０.０３６ ○ ０.０４２ ○ ８.６ １９.８ ○ 市

草加市原町自排 東京外環自動車道 ０.０３３ ○ ０.０３３ ○ 市

戸田美女木自排 国道１７号新大宮バイパス ０.００２ ○ ０.０３５ ○ ０.５ ○ ０.０３６ ○ ９.４ ２０.９ ○ 県

和 光 新 倉 自 排 東京外環自動車道 ０.０２９ ○ ０.０４２ ○ ９.８ ２１.８ ○ 県

久 喜 本 町 自 排 県道さいたま栗橋線  ０.０２５ ○ ０.０３１ ○ ８.７ ２０.０ ○ 県

　イ　自動車排出ガス測定局
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　 ※ 　（　）内は有効局ではないため、参考扱い
　＊２７　○は環境基準達成、×は環境基準非達成

測定局 近接道路

二酸化硫黄 二酸化窒素 一酸化炭素 光化学
オキシダント 浮遊粒子状物質 微小粒子状物質

設
置
主
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平
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年
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環
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基
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成
状
況

（ppm） ＊２７ （ppm） ＊２７ （ppm） ＊２７ （ppm） ＊２７ （mg/㎥） ＊２７ （μg/㎥）（μg/㎥） ＊２７

富士見下南畑自排 国道２５４号富士見川越道路 ０.０３１ ○ ０.０３２ ○ ９.７ ２０.９ ○ 県

鶴 ケ 島 自 排 首都圏中央連絡自動車道 ０.０２０ ○ ０.０３７ ○ １０.２ ２２.０ ○ 県

川 島 自 排 首都圏中央連絡自動車道 ０.０２４ ○ ０.０３５ ○ １０.７ ２３.５ ○ 県

寄 居 桜 沢 自 排 国 道 １ ４ ０ 号 ０.０１３ ○ ０.０３５ ○ ９.５ ２２.２ ○ 県
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（１２）各物質の年平均値の推移
　ア　二酸化硫黄濃度の推移

令和元 4 5 6

　イ　二酸化窒素濃度の推移

令和元 4 5 6

3 36

　ウ　一酸化炭素濃度の推移

令和元 4 5 6

　エ　浮遊粒子状物質濃度の推移

令和元 4 5 6

0.021
0.018 0.018 0.018 0.016 0.015 0.014 0.015 0.015 0.014
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　オ　光化学オキシダント濃度の推移（昼間１時間値）

令和元 4 5 6

5 6

　カ　非メタン炭化水素＊濃度の推移

令和元 4 5 6

9

5

　キ　微小粒子状物質濃度の推移（PM２.５濃度の推移）

令和元 4 5 6

非メタン炭化水素
ハイライト表示
炭素と水素からなる炭化水素のうちメタンを除くものの総称。揮発性有機化合物に含まれる。この物質の大気中の濃度が高いほど、光化学オキシダントの発生につながりやすい。（「揮発性有機化合物」の項参照。）
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（１３）都道府県別光化学スモッグ注意報発令日数の推移 （単位：日）
年

都府県 ２７ ２８ ２９ ３０ R１ R２ R３ R４ R５ R６

福 島 県 １
茨 城 県 ２ ５ ３ ３ ３ １ ３ １ ２
栃 木 県 ２ ３ ６ ４ ５ ４ １ １ ３
群 馬 県 ９ ２ １１ ３ ４ ２ １ ４ ４ ４
埼 玉 県 １６ １ １５ １０ ９ ７ ２ ８ ７ １４
千 葉 県 １５ ２ １５ ９ ９ ５ ４ ７ ６ １５
東 京 都 １４ ５ ６ ９ ７ ６ 6 ７ ４ １５
神 奈 川 県 １０ ６ ８ ８ ６ ２ ６ ４ ２ １２
山 梨 県 １ １ １ ２ １ ３ ２ １
新 潟 県 １
福 井 県 １
富 山 県 １
静 岡 県 １ １ １ １ ２ １
愛 知 県 １ １ ３ ２ １
三 重 県 １ ４
岐 阜 県 １ １ １ １ １ １
滋 賀 県 １ ２ ２ １
京 都 府 ２ １ ２ ２ ２ １
大 阪 府 １１ ７ １ ５ ５ ４ １ １ ４ ３
兵 庫 県 ２ １ １ ２ ３ ２ １ １

年
都府県 ２７ ２８ ２９ ３０ R１ R２ R３ R４ R５ R６

奈 良 県 ２ ３ １ １ ２ １
和 歌 山 県 １
鳥 取 県 １
島 根 県 １
岡 山 県 ９ ７ ８ １２ ６ ４ １ １ ４ ５
広 島 県 ３ ６ １ ３ ４ １ ２ １
山 口 県 １ ２
徳 島 県 １
香 川 県 １ １ １ ３ ２
愛 媛 県 ２ １
福 岡 県 １ ３ ２
佐 賀 県
長 崎 県 ３ １
熊 本 県 １
大 分 県 １
宮 崎 県 ３
鹿 児 島 県 １
合 　 計 １０１ ４６ ８７ ８０ ９９ ４５ ２９ ４１ ４５ ７７

（１４）都道府県別光化学スモッグによる健康被害届出人数の推移 （単位：人）
年

都府県 ２７ ２８ ２９ ３０ R１ R２ R３ R４ R５ R６

栃 木 県 １９
群 馬 県 ２
埼 玉 県 １ ２
千 葉 県 ２
東 京 都
神 奈 川 県 １３ ４ ７
新 潟 県 ７
岐 阜 県 ２ ２
静 岡 県 ２
大 阪 府

年
都府県 ２７ ２８ ２９ ３０ R１ R２ R３ R４ R５ R６

岡 山 県 １０
広 島 県 ２
島 根 県 ２４３
徳 島 県 ３
愛 媛 県 １６
福 岡 県 ２７ ４ ５８
宮 崎 県 ４
長 崎 県 ４
鹿 児 島 県 １
合 計 ２ ４６ ２０ １３ ３３７ ４ ４ ０ ２ ７
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（１５）有害大気汚染物質及びダイオキシン類＊（大気）の環境基準

物質 ベンゼン トリクロロ
エチレン

テトラクロロ
エチレン

ジクロロ
メタン

ダイオキシン類
（大気）

環境上
の条件

１年平均値が
０.００３mg/㎥
以下で
あること

１年平均値が
０.１３mg/㎥
以下で
あること

１年平均値が
０.２mg/㎥
以下で
あること

１年平均値が
０.１５mg/㎥
以下で
あること

１年平均値が
０.６pg－TEQ/㎥
以下で
あること

告　示
年月日

平成９年
２月４日

平成３０年
１１月１９日

平成９年
２月４日

平成１３年
４月２０日

平成１１年
１２月２７日

（１６）有害大気汚染物質及びダイオキシン類（大気）の環境基準達成状況
　　　（令和６年度）

測定地点数 達成地点数 達成率（％）

ベ ン ゼ ン ２３ ２３ １００

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン １８ １８ １００

テトラクロロエチレン １８ １８ １００

ジ ク ロ ロ メ タ ン １８ １８ １００

ダ イ オ キ シ ン 類 １０ １０ １００

（１７）有害大気汚染物質等モニタリング結果（令和６年度）

測定物質名 環境基準 単位 平均値 調査結果 地点数

ベンゼン ３以下

㎍ /㎥

０.６９ ０.５２〜０.９８ ２３

トリクロロエチレン １３０以下 ０.６８ ０.３１〜２.７ １８

テトラクロロエチレン ２００以下 ０.１１ ０.０４２〜０.３８ １８

ジクロロメタン １５０以下 １.５ ０.５３〜３.５ １８

アクリロニトリル － ０.０３７ ０.０１５〜０.０９５ １８

塩化ビニルモノマー － ０.０２９ ０.０１５〜０.０４７ １８

クロロホルム － ０.２４ ０.１４〜０.４４ １８

１,２－ジクロロエタン － ０.１１ ０.０７８〜０.１５ １８

１,３－ブタジエン － ０.０５４ ０.０３２〜０.０８２ ２３

塩化メチル － １.３ １.０〜１.７ １８

キシレン類 － １.６ ０.９５〜２.９ ２０

トルエン － ９.７ ５.６〜４０ ２３

アセトアルデヒド － ２.３ １.６〜３.３ ２１

ホルムアルデヒド － ２.７ １.８〜４.７ ２１

酸化エチレン － ０.０６３ ０.０５２〜０.０８２ １６

測定物質名 環境基準 単位 平均値 調査結果 地点数

ベンゾ[ａ]ピレン －

ng/㎥

０.０８２ ０.０４０〜０.１５ ２１

クロム及びその化合物 － ３.３ １.３〜１３ １７

六価クロム化合物 － １.５ ０.１１〜８.３ ７

クロム及び三価クロム化合物 － ３.５ １.３〜７.７ ７

水銀及びその化合物 － １.６ １.４〜１.９ １４

ニッケル化合物 － １.７ ０.９７〜３.２ １７

ヒ素及びその化合物 － ０.５１ ０.３６〜０.６０ １７

ベリリウム及びその化合物 － ０.００９ ０.００４〜０.０２６ １７

マンガン及びその化合物 － １１ ６.９〜１６ １７

亜鉛及びその化合物 － ４２ ２３〜９５ １１

バナジウム及びその化合物 － ０.９７ ０.６９〜１.４ １１

カドミウム及びその化合物 － ０.０７７ ０.０４７〜０.０９０ １１

鉛及びその化合物 － ４.９ ２.５〜１３ １１

ダイオキシン類
ハイライト表示
炭素・酸素・水素・塩素を含む物質が燃える時などに副生成物として生じる物質で、毒性が強いものがある。
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（１８）地球環境モニタリング調査結果
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0.023
0.0300.030

0.028

0.042

0.026

0.034

0.025

0.019
0.021

0.019

0.028

0.025
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（１９）フロン排出抑制法・自動車リサイクル法の登録業者数

（２０）フロン回収量等実績

（Ｒ７．３．３１現在）

（単位：トン）

事業所数 事業者数

フロン排出抑制法 第一種フロン充填回収業者 ３,７４０ ３,５０９

自動車リサイクル法
引取業者 １,０６９

１,３２１
５６３

７７１
フロン類＊回収業者 ２５２ ２０８

　※　自動車リサイクル法については、さいたま市、川越市、川口市及び越谷市を除く

　※　フロン排出抑制法における「廃棄」とは機器を廃棄又は部品リサイクルの際に回収したフロン、「整備」とは機器を整備（修理）の際に回収したフロン
　※　自動車リサイクル法によるフロン回収量は公益財団法人自動車リサイクル促進センターの公表値を基に算出

年度

フロン排出抑制法
（業務用冷凍空調機器）

自動車リサイクル法
（カーエアコン）

総計回収量 充填量
県

市
合計

廃棄 整備 合計 設置 設置以外 合計 さいたま市 川越市 川口市 越谷市

R２ １８１.１ ５０.８ ２３１.９ ７４.６ １６５.７ ２４０.３ １２.５ ５.１ ７.５ ０.１ ２.５ ２７.７ ２５９.６

R３ １８０.８ ５８.７ ２３９.５ ７９.１ １５５.４ ２３４.５ １２.２ ３.９ ６.８ ０.１ １.５ ２４.５ ２６４.０

R４ １９６.９ ５９.７ ２５６.６ ６６.４ １４１.４ ２０７.７ １１.９ ２.４ ６.４ ０.０５ ０.９ ２１.７ ２７８.３

R５ ２１０.４ ６２.９ ２７３.３ ８２.２ １４９.５ ２３１.７ ９.４ ２.３ ６.４ ０.０１ ０.７ １８.８ ２９２.１

R６ １９２.５ ５８.２ ２５０.７ ６７.２ １３７.０ ２０４.２ － － － － － － －

フロン類
ハイライト表示
クロロフルオロカーボン（CFC）、ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC）、ハイドロフルオロカーボン（HFC）の3種類がフロン類として法に規定されている。冷凍空調機器の冷媒等に幅広く使用されているが、CO2の数百から1万倍超の温室効果がある。また、CFC及びHCFCはオゾン層破壊物質でもある。


